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＊1～3の該当する項目に☑を付けてください。

□１．

　　健康保険加入年月日をご記入ください。(保険料の返還対象者には別途案内させていただきます。)

健康保険加入年月日：　令和　　　年　　　月　　　日

　　（手続き方法）

　　下記3点の書類を当組合へ送付ください。

　　・健康保険任意継続資格喪失申請書

　　・持っている方は任意継続の保険証又は資格確認書

　　・加入した健康保険の資格情報のコピー（健康保険加入年月日が確認出来る書類）

（資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータル内の「資格情報」画面等）

□２．

　　＊資格喪失日は申出が受理された日（当組合受付日）の翌月１日付となります。

申出た後で取り消すことは出来ません。

　　（手続き方法）

　　資格喪失したい月の前月中に、当組合へ「健康保険任意継続資格喪失申請書」を送付ください。

　　資格喪失日以降に、持っている方は任意継続の保険証又は資格確認書を当組合へ返却ください。

□３．

　　（手続き方法）

　　下記書類を当組合へ送付ください。

　　・健康保険任意継続資格喪失申請書

　　・死亡診断書のコピー

　　その他必要があれば申出人連絡先へ担当者より連絡させていただきます。

 □希望する

【保険料の返還について】

　（※注　但し、取得と同月に喪失した場合は、1ヵ月分の保険料がかかります。）

R7.10改定

健康保険任意継続資格喪失申請書兼資格喪失証明書発行依頼書

被保険者死亡年月日

申出人名

申出人住所

被

保
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者

情

報

就職等で健康保険の被保険者資格を取得したため

任意継続被保険者でなくなることを申出するため　（本人希望による申出）

資

格

喪

失

理

由

記号

被保険者氏名

番号

居所住所

被保険者が死亡したため

申出人連絡先

令和　　　年　　　月　　　日



　　資格喪失証明書の発行を希望する場合は下記に☑を付けてください。

＊資格喪失証明書発行依頼

資格を喪失した月の保険料はかかりません。（※注）納付いただいた保険料のうち、未経過分の保険料につきましては、

「任意継続被保険者保険料還付金請求書」を送付しますので、返還請求をお願いします。

生年月日 年　　　 月 　　　日

　　・持っている方は任意継続の保険証又は資格確認書

〒　　　－



常務理事 課長 担当者
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		健康保険任意継続資格喪失申請書兼資格喪失証明書発行依頼書 ケン シカク ソウシツ ショウメイショ ハッコウ イライ ショ

		被保険者情報 ヒホケンシャ ジョウホウ		記号 キゴウ				9		9		9		番号 バンゴウ

				被保険者氏名 ヒホケンシャ シメイ												生年月日 セイネンガッピ				昭　　　　平　　　　令　　　		年　　　 月 　　　日

				居所住所 キョショ ジュウショ				〒　　　　-



								(連絡先:　　　-　　　　-　　　） レンラクサキ



		＊1～3の該当する項目に☑を付けてください。 ガイトウ コウモク ツ

		資格喪失理由 シカク ソウシツ リユウ		□１．		就職等で健康保険の被保険者資格を取得したため シュウショク トウ ケンコウ ホケン ヒホケンシャ シカク シュトク

				　　健康保険加入年月日をご記入ください。(保険料の返還対象者には別途案内させていただきます。) ケンコウ ホケン カニュウ ネン ガツ ヒ キニュウ ホケンリョウ ヘンカン タイショウ シャ ベット アンナイ

						健康保険加入年月日：　令和　　　年　　　月　　　日 ケンコウ ホケン カニュウ ネン ガツ ヒ レイワ ネン ガツ ニチ

				　　（手続き方法） テツヅ ホウホウ

				　　下記3点の書類を当組合へ送付ください。 カキ テン ショルイ トウ クミアイ ソウフ

				　　・健康保険任意継続資格喪失申請書 ケンコウ ホケン ニンイ ケイゾク シカク ソウシツ シンセイショ

				　　・持っている方は任意継続の保険証又は資格確認書 モ ニンイ ケイゾク ホケンショウ マタ シカク カクニンショ

				　　・加入した健康保険の資格情報のコピー（健康保険加入年月日が確認出来る書類） カニュウ ケンコウ ホケン シカク ジョウホウ ケンコウ ホケン カニュウ ネン ガツ ヒ カクニン デキ ショルイ

						（資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータル内の「資格情報」画面等） ナド

				□２．		任意継続被保険者でなくなることを申出するため　（本人希望による申出） ニンイケイゾクヒホケンシャ モウシデ ホンニン キボウ モウシデ

				　　＊資格喪失日は申出が受理された日（当組合受付日）の翌月１日付となります。 シカク ソウシツ ビ モウシデ ジュリ ヒ トウ クミアイ ウケツケビ ヨクゲツ ニチ ツ

						申出た後で取り消すことは出来ません。 モウシデ アト ト ケ デキ

				　　（手続き方法） テツヅ ホウホウ

				　　資格喪失したい月の前月中に、当組合へ「健康保険任意継続資格喪失申請書」を送付ください。 シカク ソウシツ ツキ ゼンゲツ チュウ トウ クミアイ シンセイ ショ ソウフ

				　　資格喪失日以降に、持っている方は任意継続の保険証又は資格確認書を当組合へ返却ください。 シカク ソウシツ ビ イコウ モ カタ ニンイ ケイゾク ホケンショウ マタ シカク カクニンショ

				□３．		被保険者が死亡したため ヒホケンシャ シボウ

				被保険者死亡年月日 ヒホケンシャ シボウネンガッピ						令和　　　年　　　月　　　日 レイワ ネン ガツ ニチ

				申出人名 モウシデニン メイ

				申出人住所 モウシデニン ジュウショ						〒　　　－

				申出人連絡先 モウシデニン レンラクサキ

				　　（手続き方法） テツヅ ホウホウ

				　　下記書類を当組合へ送付ください。 カキ ショルイ トウ クミアイ ソウフ

				　　・健康保険任意継続資格喪失申請書 ケンコウ ホケン ニンイ ケイゾク シカク ソウシツ シンセイショ

				　　・持っている方は任意継続の保険証又は資格確認書 モ ニンイ ケイゾク ホケンショウ マタ シカク カクニンショ

				　　・死亡診断書のコピー

				　　その他必要があれば申出人連絡先へ担当者より連絡させていただきます。 タ ヒツヨウ タントウシャ レンラク

		＊資格喪失証明書発行依頼 ハッコウ

		　　資格喪失証明書の発行を希望する場合は下記に☑を付けてください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 シカク ソウシツ ショウメイショ ハッコウ キボウ バアイ カキ



				 □希望する



		【保険料の返還について】 ホケンリョウ ヘンカン

		資格を喪失した月の保険料はかかりません。（※注）納付いただいた保険料のうち、未経過分の保険料につきましては、「任意継続被保険者保険料還付金請求書」を送付しますので、返還請求をお願いします。 シカク ソウシツ ツキ ホケンリョウ チュウ ノウフ ホケンリョウ ミ ケイカ ブン ホケンリョウ ニンイ ケイゾク ヒホケンシャ ホケンリョウ カンプキン セイキュウショ ソウフ ヘンカン セイキュウ ネガ

		　（※注　但し、取得と同月に喪失した場合は、1ヵ月分の保険料がかかります。） チュウ タダ シュトク ドウゲツ ソウシツ バアイ ゲツ ブン ホケンリョウ
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